
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第６８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月１３日 ２３時５０分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市松山港第２区 

 松山港吉田浜地区防波堤灯台から真方位０５４°１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５０.９′ 東経１３２°４１.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 HAPPY
ハ ッ ピ ー

 STAR
ス タ ー

（大韓民国籍）、３,９９５トン 

   ９１２８３１２（ＩＭＯ番号）、Nam Sung Shipping Co., Ltd. 

Ｂ 押船 第二十二住
すみ

力
りき

丸、１１６トン 

   １３３０７７、有限会社住力商事 

Ｃ バージ Ｓ－２３号、約１,０４６トン 

   なし、有限会社住力商事 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、一級航海士（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部ブルワークに曲損 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１５人が乗り組み、コンテナ約１,８１５ｔを

積み、松山港第２区外港新ふ頭を離岸し、同区吉田浜地区の入口に向

けて手動操舵によって北西進した。 

 船長Ａは、右舷船首方にＢ船及びＣ船の紅灯、Ｃ船の作業灯を視認

し、探照灯を照射するとともに、汽笛を吹鳴したが、反応を示さなか

ったので、右舵一杯、続いて機関停止としたものの、平成２５年４月

１３日２３時５０分ごろ、松山港吉田浜地区防波堤灯台（以下「本件

灯台」という。）から真方位０５４°１５０ｍ付近において、Ａ船の

船首部とＣ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、空船のＣ船を押して押船列

（以下「Ｂ船押船列」という。）を構成し、松山港第２区吉田浜地区

の入口に向けて約６ノットの対地速力で手動操舵によって南進した。 

 船長Ｂは、本件灯台の灯光に注意して右舷方を見ながら航行し、衝

突直前、左舷方から急速に接近するＡ船に気付き、機関を全速力後進

にかけたが、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 



 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 松山港第２区吉田浜地区は、工場群が建ち並び、照明されていた。 

 Ａ船は、マスト灯前後２個、各舷灯及び船尾灯の灯火を表示してい

た。 

 Ａ船は、本事故当時、レーダー２台を０.２５海里（Ｍ）レンジ及

び１Ｍレンジで使用していた。 

 Ｂ船は、マスト灯連掲２個、各舷灯及び船尾灯の灯火を、また、Ｃ

船は、各舷灯及び作業灯の灯火をそれぞれ表示していた。 

 船長Ｂは、本事故当時、レーダーを０.５Ｍレンジで使用していた

が、レーダーを見ていなかった。 

 船長Ｂは、工場群の照明で本件灯台の灯光が見えにくい状況であっ

たので、同灯光に注意しながら航行していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、松山港第２区吉田浜地区を出航中、船長Ａが、Ｂ船及びＣ

船の灯火を視認した際、探照灯を照射するとともに、汽笛を吹鳴した

が、反応を示さなかったので、右舵一杯、続いて機関停止としたもの

の、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船押船列は松山港第２区吉田浜地区に入航中、船長Ｂが、工場群

の照明により、本件灯台の灯光が見えにくい状況であったので、本件

灯台の灯光に注意して右舷方を見ながら航行し、見張りを適切に行っ

ていなかったことから、Ｃ船とＡ船とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、松山港第２区吉田浜地区において、Ａ船が出航

中、Ｂ船押船列が入航中、船長Ｂが、本件灯台の灯光に注意して右舷

方を見ながら航行し、見張りを適切に行っていなかったため、Ａ船と

Ｃ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・工場群の照明により、航路標識の灯光が見えにくい場合には、船

橋当直者を増員するなどし、見張りを厳重に行うこと。 

・港口又は防波堤付近において、入航船は出航船の有無を確認する

こと。 

 


